
緊急事態宣言に基づく休業期間延長のお知らせ

休業期間
2020年4月9日(木) ～ 5月31日(日)

緊急事態宣言の期間延長に伴い、休業期間を5月31日(日)まで延長させていただきます
※今後の情勢により、休業期間が変更される場合も想定されます。その場合は、ホームページで随時お知らせいたします

クラブ
会費 休業期間中の月会費につきましては、期間に応じて次回会費ご請求時(6月27日)に差引かせていただきます

ロッカー年間利用料 休業期間中のロッカー利用料につきましては、期間に応じて次回利用料ご請求時(9月28日)に差引かせていただきます

スクール

４月期（3/27口振） ① 4月期未受講分は特別欠席とし、10月期までお振替いただけます（休会中でもお振替いただけます）

５月期（4/27口振）

① 5月期未受講分は特別欠席とし、11月期までお振替いただけます（休会中でもお振替いただけます）

② 5月期より休会をご希望の方は、特例とし 5月13日(水) まで受付いたします（電話で受付が可能です）
※4月27日(月)に口座振替済みで5月期より休会される場合、会費は同口座に6月末日までに返金させていただきます

６月期（5/27口振）

① 6月1日(月)より営業再開予定です

② 5月期在籍され6月期も継続受講される会員様は、6月期の会費を無料とさせていただきます。 ※5月27日(水)の口座振替は
ございません (なお、6月期からのクラス追加分は有料となります。フロントにてお支払をお願いいたします)

③ 6月期より休会をご希望の方は、特例とし 5月13日(水) まで受付いたします（電話で受付が可能です）

④ 6月期からのクラス変更・クラス追加は 6月1日(月)～6月13日(土) まで受付いたします

７月期（6/29口振）

＜各種手続きは通常どおりとさせていただきます＞

①7月期より休会をご希望の方は、6月10日(水) まで受付いたします
（休会届をフロントにご提出ください。電話受付はできません）

②7月期からのクラス変更は 6月15日(月)～6月30日(火) まで受付いたします

③7月期からのクラス追加は 6月15日(月)～7月14日(火) まで受付いたします

ロッカー年間利用料 4月・5月の2ヵ月分相当額を、次回更新時に差し引かせていただきます

2020年5月7日

高井戸ダイヤモンド・テニスクラブ

※休業期間中のお電話のお問い合わせにつきましては右記の時間帯で受付をさせていただきます。5月7日(木) ～ 5月13日(水) 10：00～15：00
※月末スクールイベント、レンタルコート（インドア・アウト）、クラブイベントについても休業期間中は中止とさせていただきます
※なお、ご不明な点につきましては、営業再開後、フロントまたは電話にてご照会ください


